
  
 

 
 

2026 年度 理科担当期限付講師の募集について 
2025 年 12 月 8 日 

学校法人南山学園 南山高等学校・中学校 男子部 
 

 この度、南山高等学校・中学校 男子部におきまして、理科期限付講師を採用するにあたり、広く公募

することといたしました。 
 つきましては、下記の条件に該当し、希望する方のご応募をお待ちしております。 
 南山高等学校・中学校は男子部・女子部を有するカトリックの中高 6 年一貫のミッションスクールで

あり、特に国際的視野を持ち人類愛を実践できる人間の育成を重視しています。他方で、生徒一人ひと

りの個性や希望を尊重した進学指導にも力を入れています。今回は男子部所属の理科担当期限付講師の

募集に際し、本校の教育方針にご協力願える方を強く望んでおります。 

記 

1．募 集 人 員： 期限付講師（常勤） １名 

          ＊授業だけでなく、学年、校務分掌、部活動等も担当していただきます。 

          ＊応募者の中から非常勤講師を依頼する場合もあります。 

2．雇 用 期 間： 2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日(1年間)  

3．条 件： 以下の①～③を満たす方。 
① 心身ともに健康な方。 
② 中学校理科，高等学校理科の教員免許を取得されている方。 
③ 中学校理科，高校理科が担当可能。 

4．提 出 書 類： ① 自筆履歴書 
・本校指定履歴書（本校 Web ページよりダウンロード）とします。 
・写真は 3 か月以内に撮影したものを貼り付けてください。 

② 卒業証明書（大学院修了者は修了証明書と学部卒業証明書） 
③ 成績証明書（大学院修了者は学部・大学院とも） 
④ 教員免許状の写し 

⑤ 教員免許更新修了者は「更新講習修了確認証明書」の写し 
※ 上記提出書類はお返しいたしませんので、予めご了承ください。 
※ 提出書類は理科期限付講師採用選考にのみ利用し、選考終了後には破棄 

いたします。 

5．提 出 期 限： 2026 年 1 月 9 日（金）必着 

6．送 付 先： 〒466-0838 名古屋市昭和区五軒家町 6  
南山高等学校・中学校 男子部 事務室 宛 

           ※宛名面に赤字で「理科期限付講師応募書類在中」と記載してください。 

7．選考について： 第一次選考（書類選考）の結果、ならびに第二次選考（面接等）の詳細につきまし

ては文書にて本人宛に通知いたします。 

以 上  

【この件に関するお問い合わせ】 
学校法人南山学園 南山高等学校・中学校 男子部 理科主任 上田 恵嗣（授業に関すること） 

                       事 務 長 土屋 玲（その他） 

TEL: 052-831-6455（月～金 9:00～16:00） FAX: 052-831-7059 
E-mail: danshi-jimu@nanzan.ac.jp  Web ページ: https://www.nanzan-boys.ed.jp/ 

  



  
 

 
 

待遇・給与条件等(概要) 

 

＜期限付講師＞ 

業務内容および採用に関する条件： 

(1) 勤務場所： 南山高等学校・中学校 男子部 

         名古屋市昭和区五軒家町 6（地下鉄いりなか駅徒歩 3分） 

(2) 勤務時間： 8時 25分～16時（場合によって 16時以降あり） 

(3) 授業以外の業務： 

    ① 職員会議、教科会議への出席 

② 学年への所属と学校行事での付添いおよび生徒の課外活動の指導 

③ その他さまざまな校務 

(4) その他 

 ・土曜日・日曜日あるいは春期・夏期・冬期休暇中に勤務が求められる 

ことがあります。 

          (5) 給与等待遇： 給与に関する諸規定により支給します。 

          ・本俸（月額）※前職等により変動あり。 

 修士課程修了新卒者   248,800円 

           四大学部新卒者     232,800 円 

                   ・通勤手当（55,000 円/月上限。学園で定める通勤圏内の場

合は実費全額） 

・期末手当（年間 4.8 か月～6.2 か月[前職等により変動]）、 

・住宅手当等諸手当あり。 

                   ・社会保険：日本私立学校振興・共済事業団（健康保険、年

金）、労災保険、雇用保険に加入します。 

                   ・退職金の支給はありません。 

                    (6) 有給休暇 規程に基づき 20日以内で付与します。 

(7) 受動喫煙防止措置： 敷地内禁煙 

以 上 


